


 

 

   第２章 ファミリータイプに関する提供条件 

（通信の相手先） 



新たに適用されることとなる長期継続利用申出に係る利用料金の適用の起算日として取り扱いません。 

 

 （長期継続利用に係る料金の免除） 

第 14 条 ファミリータイプに係るＩＰ通信網契約の申込みをしている契約者は、そのＩＰ通信網契約の申

込みと同時にそのＩＰ通信網契約以外の１のＩＰ通信網契約を解除の通知をした場合は、その解除に伴

う長期継続利用の廃止に係る料金額の支払いは要しません。 

 
 （公租公課の変更） 

第 15 条 公租公課に変更があった場合は、その変更した公租公課を適用します。 

 

 （ＩＰ通信網サービスの転用） 

第 16 条 本サービスに係る契約者は、ＩＰ約款第 22 条の２に定めるＩＰ通信網サービスの転用を請求す

ることはできません。 

 

 




